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第 24 定期点検 

１ 定期点検制度 

すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、その位置、構造及び設備の技術上の基準を維持し、

常に自らの危険物施設を点検しなければならない。 

また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、

一定の期間これを保存すること。 

定期点検を必要とする製造所等（危政令第 8 条の 5） 

対象となる製造所等 対象施設 

地下タンク貯蔵所 

移動タンク貯蔵所 
すべて 

製造所 

一般取扱所 

・指定数量の倍数が 10 以上のもの 

（指定数量の倍数が 30 以下で、かつ引火点が 40℃以上の第四類の危険物

のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く） 

・地下タンクを有するもの 

屋外貯蔵所 指定数量の倍数が 100 以上のもの 

屋内貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上のもの 

屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が 200 以上のもの 

給油取扱所 地下タンクを有するもの 

※危規則第 9 条の 2 に該当するものは対象外 

 

２ 点検実施時期と点検事項 

定期点検は、原則として 1 年に 1 回以上、危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会い

を受けた者が行わなければならない。 

また、地下タンク、地下埋設配管及び移動貯蔵タンクの漏れの点検（危規則第 62 条の 5の 2 から第 62

条の 5 の 4 に該当する点検）は、点検の方法に関する知識及び技能を有する者（一般財団法人全国危険物

安全協会実施の講習終了者等）が実施し、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運

用上の指針について」（平成 16 年３月 18 日消防危第 33 号）により点検すること。 

 

 

 

 

 

 

※点検の実施時期は、完成検査済証の交付を受けた日又は直近において点検を行った日を起点とし、次

回の点検期限は、点検周期を経過する日の属する月の末日までとする。 

 

点検対象 点検周期 

地下貯蔵タンク 1 年又は 3 年に 1 回 

二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 3 年に 1 回 

地下埋設配管 1 年又は 3 年に 1 回 

移動貯蔵タンク 5 年に 1 回 
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地下貯蔵タンク等の定期点検（漏れの点検） 

※既設とは、平成 16 年３月 31 日時点で許可がされたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年を経過する日の属する月の末日までに 1 回 

（下記に該当しない場合） 

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等 

地下貯蔵タンク 

新
設
及
び
既
設
の
製
造
所
等 

既
設
の
製
造
所
等 

完成検査（設置・交換）を受けた日から 15 年を超えないもの 

二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 

危険物の漏れを覚知しその漏洩拡散を防止するための措置が講じられてい

る場合 

告示第 71 条第 4 項 （1 と 2は「かつ」） 

１ 危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること。 

 イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏洩検査管により、1 週間に 1 回

以上危険物の漏れを確認していること。 

 ロ 危険物の貯蔵・取扱数量の 100 分の 1 以上の精度で在庫管理を行

い、1 週間に 1 回以上危険物の漏れを確認していること。 

２ タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵

タンクの周囲に設けられること。ただし、内面に腐食を防止するための

コーティングを講じた地下貯蔵タンクにあっては、この限りでない。 

・漏洩検査管により 1 週間に 1 回以上危険物の漏れを確認していること。

（かつ） 

・電気防食の措置が講じられていること。 

又は・タンクが設置条件で「腐食するおそれのないもの」 

・漏洩検査管により 1 週間に 1 回以上危険物の漏れを確認していること。 

（かつ） 

・貯蔵又は取扱量の 100 分の 1 以上の精度で在庫管理を行うことにより 1

週間に 1 回以上危険物の漏れを確認していること。 

（かつ） 

・所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び職責、当会社に

対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取るべき

措置に関することその他必要な事項の計画を定め市町村長等に届け出るこ

と。 

３
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
１
回 

危険物の微少な漏れを検知し

その漏洩拡散を防止するため

の告示で定める措置が講じら

れているもの 

告示第 71 条第３項 

（1 と 2 は「かつ」） 

１ 直径 0.3 ㎜以下の開口部からの危険物の漏

れを検知することができる設備により常時監

視していること。 

２ タンク室その他漏れた危険物の流出を防止

するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設

けられていること。 

ただし、内面に腐食を防止するためのコー

ティングを講じた地下貯蔵タンクにあって

は、この限りでない。 

漏
れ
の
点
検
を
し
な
く
て
よ
い 

タ
ン
ク
及
び
部
分 

二重殻タンクの強化プラスチ

ック製の外殻のうち、地下埋

設タンク等との間げきに危険

物の漏れを検知するための液

体が満たされているもの 

二重殻タンクの内殻 
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地下埋設配管に係る定期点検（漏れの点検） 

※既設とは、平成 16 年３月 31 日時点で許可がされたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年を経過する日の属する月の末日までに 1 回 

（下記に該当しない場合） 

地
下
埋
設
配
管 

地下埋設配管 

新
設
及
び
既
設
の
製
造
所
等 

既
設
の
製
造
所
等 

完成検査（設置・交換）を受けた日から 15 年を超えないもの 

危険物の漏れを覚知しその漏洩拡散を防止するための措置が講じられてい

る場合 

告示第 71 条の 2第 3 項 （1と 2 は「かつ」） 

１ 危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること。 

 イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏洩検査管により、１週間に１回

以上危険物の漏れを確認していること。 

 ロ 危険物の貯蔵・取扱数量の 100 分の 1 以上の精度で在庫管理を行

い、１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。 

２ さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配

管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の措置が

講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食するおそ

れのないものである場合にあっては、この限りでない。 

・漏洩検査管により１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。

（かつ） 

・電気防食の措置が講じられていること。 

又は・タンクが設置条件で「腐食するおそれのないもの」 

・漏洩検査管により 1 週間に 1 回以上危険物の漏れを確認していること。 

（かつ） 

・貯蔵又は取扱量の 100 分の１以上の精度で在庫管理を行うことにより１

週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。 

（かつ） 

・所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び職責、当会社に

対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取るべき

措置に関することその他必要な事項の計画を定め市町村長等に届け出るこ

と。 

３
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
１
回 

危険物の微少な漏れを

検知しその漏洩拡散を

防止するための告示で

定める措置が講じられ

ているもの 

告示第 71 条の 2第 2 項（1 と 2 は「かつ」） 

１ 直径 0.3 ㎜以下の開口部からの危険物の漏れを

検知することができる設備により常時監視してい

ること。 

２ さや管その他漏れた危険物の流出を防止するた

めの区画が地下埋設配管の周囲に設けられている

こと。 

ただし、当該配管内面に電気防食の措置が講じ

られている場合又は当該配管が設置される条件の

下で腐食するおそれのないものである場合にあっ

ては、この限りでない。 

漏
れ
の
点
検
を
し
な
く
て
よ
い 

配
管
部
分 
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３ 点検実施時期と点検事項 

次に掲げる事項を記載しなければならない（危規則第 62 条の７） 

(１) 点検をした製造所等の名称 

(２) 点検の方法及び結果 

(３) 点検年月日 

(４) 点検実施者の氏名又は立ち会った危険物取扱者の氏名 

 

４ 点検記録の保存期間 

点検記録区分 保存期間 

地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れ点検 3 年間 

地下埋設配管の漏れの点検記録 3 年間 

移動貯蔵タンクの漏れの点検記録 10 年間 

その他の点検記録 3 年間 

※危険物の貯蔵及び取り扱いが休止され、保安上支障がないと認められ一定期間延長する場合は、延長

期間を加えた期間となる。 

 


